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12
月
の
お
知
ら
せ

12
月
の
お
知
ら
せ

仙台市政だより　30.12. 1 仙台市政だより　30.12. 1

お知らせの見方は９ページ参照。ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921へお問い合わせください申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

　住宅用火災警報器は、全ての住宅への設置が義務づけら
れています。また冬季は空気が乾燥することに加え、暖房
などに火気を使用することが多くなります。万が一に備え、
警報器の設置・点検を行いましょう。

火災から命と財産を守るために
―住宅用火災警報器の確認を

■定期的な点検・交換を忘れずに
　警報器を安心して使用するためには、定期点検が大切で
す。月１回、正常に作動するか、ボタンを押したり、ひも
を引いたりして点検しましょう。
　また、警報器は古くなると、正
常に作動しない場合があるため、
設置時期を把握し、10年を目安に
交換しましょう。
■警報音が鳴った場合は
　警報音が鳴ったときは、大声で周囲に火災を知らせ、す
ぐに119番通報を。料理やたばこの煙など、火災以外で警
報音が鳴ったときは、ボタンを押すか、ひもを引き、室内
を換気すると警報音は止まります。
　慌てず対処できるよう、日頃から警報器の維持・管理に
努めましょう。

問消防局予防課☎234･1111

エ
イ
ズ
・
梅
毒
・
ク
ラ
ミ
ジ
ア

検
査

◦
匿
名
で
受
け
ら
れ
ま
す　
◦
予
約

制　
申
検
査
日
の
１
カ
月
前
～
前
日

ま
で
の
平
日
午
後
１
時
～
４
時
に
予

約
専
用
電
話
☎
090
・
４
４
７
８
・
4

6
4
1
で
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

検
査

日
時

会
場
定
員

検
査
結
果

エイズ・梅毒即日検査
アエル夜間検査
1/11㈮・25㈮
17:00～
19:00

アエル６階

20人〔先着〕

採血後約１時間ほどでお知ら
せします（判定保留の場合は、
後日お知らせします）

休日検査
1/19㈯
13:30～
15:00

青葉区役所

30人〔先着〕

夜間エイズ・
梅毒・クラミジア

検査
1/10㈭
17:30～
19:00

青葉区役所

35人〔先着〕

後日直接本人に
お知らせします

も
申
し
込
め
ま
す　
問
健
康
安
全
課

☎
214
・
８
０
２
９募

集

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申

請
を
受
け
付
け
ま
す

◦
受
付
日
時‖

１
月
16
日
㈬
～
18
日

㈮
午
前
9
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～

４
時　
◦
受
付
場
所‖

市
役
所
本
庁

舎
1
階
契
約
課
入
札
室　
◦
対
象‖

市
の
競
争
入
札
参
加
資
格（
物
品・工

事
・
コ
ン
サ
ル
）
を
有
し
て
い
な
い

方
で
、
市
が
行
う
入
札
へ
の
参
加
を

希
望
す
る
方　
◦
資
格
の
有
効
期
間

‖

【
物
品
】
４
月
1
日
～
２
０
２
０

年
3
月
31
日
【
工
事
・
コ
ン
サ
ル
】

４
月
１
日
～
２
０
２
２
年
3
月
31
日

◦
予
約
制　
◦
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
契
約
課

【
物
品
】☎
214
・
8
1
2
4
、【
工

事
・
コ
ン
サ
ル
】
☎
214
・
８
1
２
５

緑
の
活
動
団
体
を
募
集
し
ま
す 

　
市
内
で
緑
の
保
全
や
緑
化
、
啓
発

な
ど
、
緑
に
関
す
る
活
動
を
活
発
に

行
っ
て
い
る
団
体
を
「
緑
の
活
動
団

体
」
と
し
て
認
定
し
ま
す
。
認
定
さ

れ
た
団
体
に
は
、
緑
に
関
す
る
情
報

提
供
や
支
援
な
ど
を
行
い
ま
す
。

◦
申
請
期
間‖

12
月
３
日
㈪
～
28
日

㈮　
◦
申
請
方
法
や
認
定
要
件
な
ど
、

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い　
問
百
年
の
杜
推
進
課
☎
214
・

8
3
8
９

し
ご
と

「
仙
台
自
主
夜
間
中
学
」の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
募
集

　
小
･
中
学
校
の
基
礎
科
目
の
学
び

直
し
の
場
で
あ
る
「
仙
台
自
主
夜
間

中
学
」
で
、
生
徒
の
学
習
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
電
話
で
「
仙
台
に
夜
間
中
学
を
つ

く
り
育
て
る
会
」
☎
080
・
９
０
１

６
・
６
３
２
２　
問
生
涯
学
習
支
援

セ
ン
タ
ー
☎
295
・
０
４
０
３

高
額
療
養
費
の
支
給
制
度
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

　
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
で
は
、
個
人
ま
た
は
同
一
世

帯
の
方
が
同
月
に
支
払
っ
た
一
部
負

担
金
の
額
（
70
歳
未
満
の
方
は
１
件

２
万
１
0
0
0
円
以
上
の
も
の
に
限

る
）
の
合
計
が
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
と
き
、
申
請
に
よ
り
超
過
額

を
払
い
戻
す
高
額
療
養
費
支
給
制
度

が
あ
り
ま
す
（
入
院
中
の
食
事
代
や

保
険
診
療
外
の
も
の
は
対
象
外
）。

該
当
す
る
世
帯
に
は
、
診
療
を
受
け

た
お
お
む
ね
３
カ
月
後
に
通
知
し
ま

す
。
申
請
に
は
、
医
療
機
関
の
領
収

書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
原
則
と
し
て
診
療
を
受
け
た
翌
月

１
日
か
ら
２
年
を
過
ぎ
る
と
申
請
で

き
ま
せ
ん　
◦
限
度
額
適
用
認
定
証

の
交
付
を
受
け
る
と
、
医
療
機
関
の

窓
口
で
の
支
払
い
を
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す　
◦
70
歳
以
上
の
方
（
現
役
並
み

所
得
者
と
非
課
税
世
帯
の
方
を
除

く
）
で
、
平
成
29
年
８
月
か
ら
平
成

30
年
７
月
ま
で
に
外
来
診
療
分
で
支

払
っ
た
一
部
負
担
金
の
合
計
額
が
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
の
高

額
療
養
費
は
、
12
月
か
ら
１
月
に
か

け
て
通
知
し
ま
す
。
た
だ
し
、
途
中

で
医
療
保
険
が
変
わ
っ
た
方
に
つ
い

て
は
通
知
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

で
通
知
が
届
か
な
い
場
合
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
区
役
所
・
宮

城
総
合
支
所
保
険
年
金
課
、
秋
保
総

合
支
所
保
健
福
祉
課（
☎
は
９
ペ
ー

ジ
）

「
災
害
に
強
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
た
め
の
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

パ
ネ
ル
展
示
団
体
募
集

　
３
月
18
日
㈪
に
太
白
区
文
化
セ
ン

タ
ー
で
開
催
す
る
「
災
害
に
強
い
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
た
め
の
市
民
フ
ォ
ー

ラ
ム
」
に
、
日
頃
の
防
災
・
減
災
へ

の
取
り
組
み
を
パ
ネ
ル
展
示
す
る
団

体
を
募
集
し
ま
す
。

申
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
様
式

ま
た
は
任
意
の
様
式
に
代
表
者
の
申

込
時
の
必
要
事
項
と
E
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
（
お
持
ち
の
方
）、
団
体
名
、

団
体
の
沿
革
や
P
R
、
主
な
活
動
内

容
を
記
入
し
、
展
示
予
定
パ
ネ
ル
の

概
要
が
分
か
る
資
料
を
添
付
し
て
フ

ァ
ク
ス
ま
た
は
E
メ
ー
ル
で
１
月
10

日
（
必
着
）
ま
で
に
〒
980│

8671
減
災

推
進
課
☎
214
・
３
１
０
９
、
℻
214
・

８
０
９
６
、
E
メ
ー
ルkks00013

0@
city.sendai.jp

首
都
圏
で
U
I
J
タ
ー
ン
就
職

支
援
―
仙
台
市
＆
山
形
市
ジ
ョ

ブ
フ
ェ
ア
2
0
2
0

◦
日
時‖

12
月
20
日
㈭
午
後
１
時
～

４
時　
◦
会
場‖

専
修
大
学
サ
テ
ラ

イ
ト
キ
ャ
ン
パ
ス
（
神
奈
川
県
川
崎

市
多
摩
区
登
戸
２
１
３
０
─
２
）　

◦
内
容‖

仙
台
・
山
形
の
企
業
約
20

社
に
よ
る
仕
事
内
容
や
業
界
に
つ
い

て
の
説
明　
◦
対
象‖

地
元
へ
の
就

職
を
考
え
て
い
る
首
都
圏
在
住
の
大

学
生
等　
申
Ｅ
メ
ー
ル
（
件
名
に

「
ジ
ョ
ブ
フ
ェ
ア
希
望
」
と
記
入
）

に
氏
名
、
学
校
名
、
学
年
を
記
入
し

て
山
形
市
雇
用
創
出
課
E
メ
ー
ル

koyou@
city.yam

agata-yam
a

gata.lg.jp　
問
地
域
産
業
支
援
課

☎
214
・
１
０
０
７

就
活
生
の
た
め
の
業
界
研
究
セ

ミ
ナ
ー

◦
日
時‖

12
月
25
日
㈫
午
後
１
時
～

４
時　
◦
会
場‖

ア
エ
ル
５
階　
◦

内
容‖

「
２
０
１
９
年
企
業
の
採
用

動
向
と
自
分
に
合
っ
た
企
業
の
見
つ

け
方
」
と
題
し
た
講
演
、
業
界
団

体
・
企
業
に
よ
る
業
種
の
説
明
、
個

別
相
談
等　
◦
対
象‖

２
０
２
０
年

３
月
に
大
学
等
を
卒
業
予
定
の
方
・

卒
業
後
３
年
以
内
の
方　
◦
直
接
会

場
へ　
問
地
域
産
業
支
援
課
☎
214
・

１
０
０
７

起
業
家
セ
ミ
ナ
ー
飲
食
店
開
業

講
座
「
失
敗
し
な
い
！
繁
盛
飲

食
店
の
つ
く
り
方
」 

◦
日
時‖

【
講
座
】
１
月
22
日
㈫
・

29
日
㈫
（
全
２
回
）
午
後
１
時
半
～

４
時
半
【
個
別
相
談
会
（
希
望
者
の

み
）】
２
月
12
日
㈫
午
後
１
時
～
５

時　
◦
会
場‖

ア
エ
ル
７
階　
◦
内

容‖

飲
食
店
開
業
に
必
要
な
知
識
や

ノ
ウ
ハ
ウ
を
基
礎
か
ら
実
践
ま
で
幅

広
く
学
び
ま
す　
◦
対
象‖

お
お
む

ね
１
年
以
内
に
飲
食
店
（
カ
フ
ェ
含

む
）
の
開
業
を
予
定
し
て
い
る
方
30

人
〔
先
着
〕　
◦
費
用‖

２
千
円　

申
市
役
所
本
庁
舎
1
階
市
民
の
へ
や
、

区
役
所
総
合
案
内
な
ど
で
配
布
す
る

申
込
書
で
12
月
６
日
午
前
９
時
か
ら
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.sii

p.city.sendai.jp/assista/

か
ら

も
申
し
込
め
ま
す　
問
仙
台
市
産
業

振
興
事
業
団
☎
724
・
１
２
１
２

障
害
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
の

お
知
ら
せ

①
働
き
た
い
障
害
の
あ
る
方
向
け
説

明
会

◦
日
時‖

ア
12
月
12
日
㈬
イ
12
月
23

日
㈷
午
前
10
時
～
11
時
半　
◦
会
場

‖

ア
障
害
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
イ

福
祉
プ
ラ
ザ　
◦
内
容‖

支
援
機
関

の
利
用
案
内
や
働
き
方
、
働
く
前
の

準
備
に
つ
い
て　
◦
対
象‖

市
内
に

お
住
ま
い
の
15
歳
以
上
の
障
害
の
あ

る
求
職
中
の
方
と
そ
の
家
族
な
ど
各

10
人
〔
先
着
〕

②
移
動
相
談

◦
日
時‖

12
月
23
日
㈷
午
後
１
時
～

３
時　
◦
会
場‖

福
祉
プ
ラ
ザ　
◦

対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
の
15
歳
以

上
の
障
害
の
あ
る
方
と
そ
の
家
族
な

ど　※
い
ず
れ
も
申
12
月
６
日
午
前
９
時

か
ら
電
話
ま
た
は
E
メ
ー
ル
（
申
込

時
の
必
要
事
項
と
①
は
参
加
希
望
日

も
記
入
）
で
障
害
者
就
労
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
772
・
5
5
1
７
、
E
メ
ー
ル

info@
sendai-w

sc.jp

問仙台北税務署☎222･8121、仙台中税務署☎783･7831、
仙台南税務署☎306･8001

対象 物件所在地域 担当課 電話番号

土地・家屋

青葉区
北固定資産税課

〔土地〕☎214･8596
〔家屋〕☎214･8604

泉区 〔土地〕☎214･8597
〔家屋〕☎214･8605

宮城野区・
若林区 南固定資産税課

〔土地〕☎214･8689
〔家屋〕☎214･8694

太白区 〔土地〕☎214･8690
〔家屋〕☎214･8695

償却資産 全区 資産課税課 ☎214･8619

★代替資産を取得等した翌年の１月31日までに申告が必要
※いずれも問物件の所在する地域の下記担当課まで

■固定資産税・都市計画税の納期は１月４日です
　固定資産税・都市計画税の第４期分は、１月４日㈮まで
にお近くの金融機関などで納めてください。口座振替をご
利用の方は１月４日㈮に振り替えになります。
問収納管理課☎214･1010

区分 日時 会場

事業所得
12/17㈪

10:00～12:00
太白区文化センター

12/18㈫ 仙台銀行ホール　イズミティ21
12/21㈮ 宮城野区文化センター

不動産
所得

12/17㈪ 13:30～15:30 太白区文化センター
12/18㈫ 14:00～16:00 仙台銀行ホール　イズミティ21
12/21㈮ 13:30～15:30 宮城野区文化センター

■家屋を取り壊したときはお知らせください
　家屋の取り壊しや用途変更をした方、または取り壊しな
どを予定している方は、家屋が所在した（する）区の下記
担当課※までお知らせください。なお、滅失登記をした場
合は必要ありません。
■東日本大震災による固定資産税・都市計画税の軽減
措置について
　東日本大震災で被災した固定資産の所有者等がそれに代
わる新たな固定資産（代替資産）を取得した等の場合には、
固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられることがあ
ります。

対象資産 内容 適用期間
滅失または損壊し
た住宅に係る住宅
用地の代替土地
（被災代替土地）

2021年３月31日までに取得した
被災代替土地について、更地の場
合でも一定の部分を住宅用地とみ
なし、課税標準の特例を適用

取得した翌年
から３年間★

滅失または損壊し
た家屋の代替家屋
（被災代替家屋）

2021年３月31日までに取得また
は改築した被災代替家屋につい
て、一定の床面積の税額を軽減

取得または改
築の翌年から
６年間★

滅失または損壊し
た償却資産の代替
償却資産（被災代
替償却資産）

2019年３月31日までに取得また
は改良した被災代替償却資産につ
いて、課税標準の特例を適用

取得または改
良の翌年から
４年間★

■平成30年分収支内訳書の作成等説明会（直接会場へ）

●公共交通機関をご利用ください

年末ジャンボ

10億円

 問財政企画課☎214・8111

１２/21㈮まで発売中
年末ジャンボミニと年末ジャンボプチ1000万もあわせて発売 

1等・前後賞合わせて

インターネットからも購入できます
詳しくは 宝くじ公式サイト

宝くじの収益金は、児童館や道路の整
備、学校図書の購入など、私たちの暮
らしに役立てられています

税に関するお知らせ
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